
生駒市条例第２４号 

生駒市立保育所条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２２年９月２８日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市立保育所条例の一部を改正する条例 

生駒市立保育所条例（昭和３０年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

別表備考以外の部分中 

「 

Ｄ 14  413,000 円以上 61,600 

(30,800) 

28,200 

(14,100) 

24,300 

(12,150) 

                                  」  
 
「 

Ｄ 14  413,000 円以上 

734,000 円未満 

61,600 

(30,800) 

28,200 

(14,100) 

24,300 

(12,150) 

Ｄ 15  734,000 円以上 68,000 

(34,000) 

31,000 

(15,500) 

26,900 

(13,450) 

                                  」  

改め、同表備考第３項中「Ｄ 14階層」を「Ｄ 15階層」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市立保育所条例の規定は、平成２３年度分の保育料から適用

し、平成２２年度分までの保育料については、なお従前の例による。 
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